
須賀川市公共工事成績評定要領の運用基準 

第 5 条関係 

評定は次の表の項目に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立して行うものとする。 

１ 工事成績採点の考査項目別運用表 別紙１～別紙５ 

２ 考査項目別集計表 別紙６ 

３ 工事成績採点表  別紙７ 

４ 考査項目別採点表 別紙８ 

 

附則 

この運用基準は、令和２年４月１日から適用する。 

附則 

この運用基準は、令和４年４月１日から適用する。 


